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	上小阿仁村保健センター使用許可申請書
年　　月　　日
上小阿仁村長　　　　　様
申請者　住所
氏名　　　　　　　　㊞
次のとおり保健センターを使用したいので上小阿仁村保健センター管理規則第5条の規定により申請します。

	
	使用目的
	
	午前　　　　人
午後　　　　人　全日　　　人
夜間　　　　人
	

	
	使用日時
	月　　日（　　曜日）　　時　　分から
時　　分まで
月　　日（　　曜日）　　日　　時間
	

	
	使用室名
	調理実習室
	円
	トレーニング室
	円
	

	
	
	栄養指導室
	
	機能訓練室
	
	

	
	
	談話・展示ホール
	
	
	
	

	
	特設使用器具品名
	品名
	備考
	品名
	備考
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	上小阿仁村保健センター使用許可書
年　　月　　日
申請者　住所　　　　　　　　　　　　　氏名
　　月　　日付で申請のあった上小阿仁村保健センター使用申請については、次のとおり条件を付して許可する。
上小阿仁村長　　　　　　　　㊞　　　取扱者職氏名　　　　　　　㊞

	
	使用の目的
	
	

	
	使用の日時
	年　　　月　　　日　　　時　　　分から
年　　　月　　　日　　　時　　　分まで
	

	
	使用室名
	
	使用特設器具
	
	

	
	
	
	
	
	

	




	＜使用上の諸注意＞
⑴　使用器具等については、使用器具等の管理担当係より許可を受けて使用すること。
⑵　使用器具等の運び入れ、従前の保管場所への返還、室の使用前後の清掃、火気使用の場合の火気取り扱い及び跡仕末後は施錠をし、管理者に使用が完了したことの確認を得ること。
⑶　過失及び故意に、室及び備品等を破損、損壊した場合は、直ちに管理者に申告し、指示をあおがなければならない。
⑷　使用責任者は、前記の破損、損壊があった場合、管理者の決定の何如により賠償の責を負わなければならない。

	＜許可条件＞
⑴　許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し村長の許可をうけること。
⑵　建物又は付属施設（設備）にはり紙をし、又は加工しようとするときは、村長の許可をうけること。
⑶　使用する施設内の秩序を保持するために必要措置をすること。
⑷　使用する施設内の火気取締り並びに物件の保安管理に使用者の責任において行うこと。
⑸　使用を終えたときは、すみやかに村長の指示するところに従って、跡かたづけ、その他整理・整頓をし、指示した時刻までに明渡すこと。
⑹　村長の発する施設の管理上必要な指示に従うこと。



